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１ 目的 

  この要領は、八潮市（以下「市」とする。）が、実施するリース方式による「八潮市

立大瀬小学校校舎増築事業」（以下「本事業」とする。）に係る受託者（以下「事業者」

とする。）の選定に関し、公募型プロポーザル方式の手順及び方法について必要な事

項を定めるものである。 

 

２ 事業の概要 

 ⑴ 事業名 八潮市立大瀬小学校校舎増築事業 

 ⑵ 事業内容 

   本事業は、大瀬小学校の教室不足への対応として既存校舎の教室改修により失わ

れる図書室機能を確保するため、学校敷地内に図書室機能を有する校舎（軽量鉄骨

造平屋建）を増築するものである。 

   契約締結後、設計、建設など供用開始までの必要な事項は事業者が行い、手続に

かかる手数料や建設費など必要な経費は全て事業者の負担とする。 

   令和６年３月までに増築校舎の整備及び引渡しを行い、令和６年４月から増築校

舎の賃貸借を開始する。賃貸借期間は原則令和６年４月から令和８年３月までの２

４ヵ月とする。 

   賃貸借期間満了後については、増築校舎の解体撤去を予定しているが、今後の児

童数の推移や学校運営上必要となった場合には、賃貸借期間を延長する可能性があ

るため、増築校舎の解体撤去は本事業には含めないものとし、増築校舎の解体撤去

及び整地については、解体実施時期の決定後に別途契約し、事業者が行うものとす

る。 

 ⑶ 事業期間 

  ① 準備期間（増築校舎整備及び供用開始までの期間） 

    本事業の準備期間は、市と事業者の間で締結する事業契約の締結日から 

   令和６年３月３１日までとする。 

  ② 賃貸借期間 

    本事業の賃貸借期間は、令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの 

   ２４ヶ月とする。 

 ⑷ 事業費（事業期間における債務負担行為限度額） 

  ① 総事業費上限額 

    １８４，８００千円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

  ② 事業費年度別内訳 

    令和５年度      ０千円 

    令和６年度 ９２，４００千円 

    令和７年度 ９２，４００千円 
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  ③ 事業費は２４か月の月払いとする。 

 

３ 参加資格 

  本プロポーザルの参加者は、公募開始日から契約日までにおいて、次の要件を全て 

 満たしていなければならない。 

 ⑴ 市の「令和５・６年度 指名競争入札参加資格者名簿（物品等）」に登録され、 

  業種について「リース・レンタル業務」の登録があること。 

 ⑵ 平成３０年４月１日から本プロポーザルの公告日までに、リース方式による学校

校舎整備の施工完了実績があること。 

 ⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな 

  いこと。 

 ⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生の手続又は民事再生法 

  （平成１１年法律第２２５号）に基づく再生の手続の申立てがなされている者に 

  該当しないこと。 

 ⑸ 「八潮市建設工事等の契約に係る指名停止等に関する基準」に基づく指名停止 

  措置又は「八潮市建設工事等に係る暴力団排除措置要綱」に基づく指名除外措置 

を受けていないこと。 

 ⑹ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 

  号）第２条第２号に規定する暴力団及びそれに準じる団体をいう。）ではない 

  こと。 

 ⑺ 役員等が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６ 

  号に規定する暴力団員及びそれに準じる者をいう。）ではないこと。 

 

４ 質疑・回答 

 ⑴ 一次質問（プロポーザル全般に関する質問） 

  ① 質疑できる者 

    「３ 参加資格」を満たしている企業とする。 

  ② 提出書類 

    様式１号「質問書」 

  ③ 質問書受付期限 

    令和５年７月１８日（火）１７時１５分まで 

  ④ 提出先、提出方法 

    「１２ 担当部署」に記載の部署に電子メールにより提出すること。 

    また、提出先に電話で到達確認をすること（誤送信等により未着の場合には 

   質疑回答を行わない）。 
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  ⑤ 回答日 

    令和５年７月２０日（木） 

  ⑥ 回答方法 

    質疑に対する回答は、質問書を提出した企業（以下「質問者」とする。）に対

し電子メールにて回答するとともに、ホームページ上においても公表する。 

    ただし、質問者の競争上の利益、地位を侵すおそれがあると判断した場合には、 

   質問者のみに回答するものとする。 

 ⑵ 二次質問（仕様書に関する質問） 

  ① 質疑できる者 

    二次審査の候補者とする。 

  ② 提出書類 

    様式１号「質問書」 

  ③ 質問書受付期限 

    令和５年８月４日（金）１７時１５分まで 

  ④ 提出先、提出方法 

    「１２ 担当部署」に記載の部署に電子メールにより提出すること。 

    また、提出先に電話で到達確認をすること（誤送信等により未着の場合には 

   質疑回答を行わない）。 

  ⑤ 回答日 

    令和５年８月８日（火） 

  ⑥ 回答方法 

    質疑に対する回答は、質問者に対し電子メールにて回答するとともに、ホーム

ページ上においても公表する。 

    ただし、質問者の競争上の利益、地位を侵すおそれがあると判断した場合には、 

   質問者のみに回答するものとする。 

 

５ 一次審査（参加資格審査） 

  提出書類に基づき一次審査を実施し、参加資格を確認する。 

 ⑴ 参加表明書等の提出 

  ① 提出書類・提出部数等 

   ア 様式第２号「参加表明書」 １部 

   イ 様式第３号「事業実績」 １部 

     （契約書の写しまたは事業内容が分かるものを添付すること。） 

   ウ 様式第４号「実施体制」 １部 

   エ パンフレットなど会社の概要がわかるもの １部 
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  ② 受付期間 

    令和５年７月１１日（火）から令和５年７月２１日（金）１７時１５分まで 

    （市の休日の日は除く。） 

  ③ 提出場所 

    「１２ 担当部署」に記載の部署に直接持参すること。なお、候補者の接触を

避けるために必ず電話にて日時を調整のうえ来庁すること。 

 ⑵ 審査期間は書類受領後速やかに行い、結果は令和５年７月２８日（金）までに随

時通知する。 

 ⑶ 候補者の選定方法は、「３ 参加資格」に該当するか事務局にて確認を行う。 

 ⑷ 一次審査結果については、参加意思表明者全員に対し電子メールで通知するとと

もに併せて郵送により通知するものとする。 

 ⑸ 二次審査の日程等の通知は、二次審査に選ばれた候補者のみ電子メールで通知す

るとともに併せて郵送により通知するものとする。 

 ⑹ 候補者が多数の場合は、次のとおりとする。 

  ① 二次審査（プレゼンテーション審査）の候補者は４社を上限とする。 

そのため、一次審査において４社を超える候補者が選定された場合、６におい

て提出された企画提案書の書類審査を実施する。 

  ② 評価は「１４ 評価基準」のうち、プレゼンテーション評価を除いた評価点上

位４社を、「八潮市立大瀬小学校校舎増築事業受託候補者選定委員会」が選定す

る。 

③ 書類審査を実施する場合に限り、詳細は別に定め、二次審査候補者へ通知する。 

 

６ 二次審査（プレゼンテーション審査） 

  一次審査を通過した参加者については、企画提案書に基づき二次審査を実施し、候

補者を選定する。 

 ⑴ 企画提案書の提出等 

  ① 提出書類・提出部数等 

   ア「企画提案書の提出について」 １部 

   イ 企画提案書 正１部、副１０部（副は複写可） 

  ② 受付期間 

    令和５年７月２８日（金）から令和５年８月１４日（月）１７時１５分まで 

（市の休日の日は除く。） 

  ③ 提出場所 

    「１２ 担当部署」に記載の部署に直接持参すること。なお、候補者の接触を

避けるために必ず電話にて日時を調整のうえ来庁すること。 
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  ④ 企画提案書の作成方法 

    提案内容については、「八潮市立大瀬小学校校舎増築事業公募型プロポーザル

仕様書」を踏まえ、「１４ 評価基準」に沿った内容を記載すること。提出書類

については、次のア～ウのとおりとする。 

   ア 提案書［表紙］（様式第５号） 

    ａ 実施方針・体制 

    ｂ 業務実績 

    ｃ 工程表 

    ｄ 遵守すべき法令に関する提案 

    ｅ 設計計画に関する提案 

    ｆ 施工計画に関する提案 

    ｇ 維持管理に関する提案 

    ※ａ～ｇについては、日本工業規格Ａ４又はＡ３判、１０枚以内、任意様式と

する。 

   イ 建設予定建物にかかる配置図、計画概要、平面図、立面図、 

断面図、基礎構造図、家具姿図、設備図、仮設計画図 

   ウ 事業費見積書（任意様式） 

    ａ 工事にかかる内訳（建築、電気設備、機械設備、その他外構工事等） 

    ｂ 諸経費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費、公租公課、火災保険料、

金利、引越し費用等） 

    ｃ 設計費内訳（設計業務費、工事監理費） 

    ※当該事業にかかる費用の一切を含めるものとします。 

    ※消費税及び地方消費税を含む額とします。 

 ⑵ 審査日及びプレゼンテーション方法等は、次のとおりとする。 

  ① 審査日は、令和５年８月２１日（月）を予定している。 

    審査順は市にて任意に決定する。詳細は「５ 一次審査（参加資格審査）⑸⑹」

に記載するとおり。 

  ② 提案内容の説明については、３０分以内で行うこと。その後、質疑を行う。 

    質疑時間はおおむね１５分程度とするが、審査員の質疑が終わるまで審査を 

続ける。 

  ③ 説明者は、提案する企業に属し、本業務に関わる者であること。 

  ④ 審査は非公開とする。 

  ⑤ プレゼンテーションはプロジェクターを使用することができる。 

  ⑥ 当日の追加資料の配布は認めない。 
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 ⑶ 候補者の選定は、「八潮市立大瀬小学校校舎増築事業受託候補者選定委員会」に

おいて、「１４ 評価基準」に基づき評価採点し、候補者を選定する。合計点数が

最も高い候補者が複数いた場合は、価格評価により決定する。それでも差がつか

ない場合は、くじ引きにより決定する。 

   なお、参加資格審査・プレゼンテーション審査に進んだ参加者が１者であった

場合には、評価の採点が満点の６０％以上であれば、当該参加者を候補者として

選定する。 

 ⑷ 二次審査の結果通知は、令和５年８月２８日（月）までに受託候補者として選定

した者及び選定しなかった者に対し電子メールで通知するとともに併せて郵送に

より通知予定。  

⑸ 選定委員会における評価の結果については、本プロポーザル手続の完了後に公

表するものとする。 

 

７ 現地確認 

  現地確認を行う場合は、「１２ 担当部署」に記載の部署へ電話にて日時を調整す

ること。ただし、様式第２号「参加表明書」を提出した候補者に限る。 

  現地確認期間は、令和５年７月２８日（金）から令和５年８月３日（木）までとす

る。 

ただし、令和５年７月２９日及び３０日は、除く。 

 

８ 参加表明後の辞退 

  提案参加を辞退するときは、様式６号「提案参加辞退届」を「１２ 担当部署」に

記載の部署に直接持参又は郵送すること。 

 

９ 契約に関する基本事項 

  優先候補者の企画提案書の内容をもとに協議及び調整を行い、内容を精査したうえ

で、契約を締結する。なお、協議が不調となった場合には、次点の候補者を優先交渉

者とし同様の手続を行うものとする。 

 

１０ 失格・無効要件 

 下記のいずれかに該当する場合は失格・無効とする。 

 ⑴ 設計要件等に重大な欠落があった場合。 

 ⑵ 総事業費及び事業費年度別内訳の上限額を超えた場合。 

 ⑶ 期限を過ぎて書類の提出等があった場合。 
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１１ 留意事項 

 下記について、留意すること。 

 ⑴ 審査期間中は、「４ 質疑・回答」に記載する内容以外の質疑、問い合わせには

応じない。 

 ⑵ 審査結果についての異議申し立ては、一切受け付けない。 

 ⑶ 企画提案書の作成など、提出にかかる費用は候補者が負担する。 

 ⑷ 提出された企画提案書などは返却しない。 

 ⑸ 提出された企画提案書などは、審査等本業務に係る事務手続き以外の目的で、無

断で使用しない。 

 ⑹ 業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。 

 ⑺ 提出書類の修正、加筆、差替などは受付期間内であれば認める。 

 ⑻ この要領に定めのない事項については、市長が別に定める。 

 

１２ 担当部署 

  部署名：八潮市教育委員会教育総務部教育総務課 

  担 当：施設管理係兼学校建設係 

  住 所：〒３４０－０８１６ 埼玉県八潮市中央二丁目１０番１７ 

  電 話：０４８－９９６－２１１１（代表）内線４２４ 

  ＦＡＸ：０４８－９９８－０８２８ 

  電子メール：kyoikusomu@city.yashio.lg.jp 
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１３ 公募型プロポーザル日程 

実施内容 実施期間 

公告（公募開始） 令和５年７月１１日（火） 

一
次
質
問 

質問書受付期間 
令和５年７月１１日（火） 

～令和５年７月１８日（火） 

質疑回答 令和５年７月２０日（木） 

一
次
審
査 

参加表明書の提出期間 
令和５年７月１１日（火） 

～令和５年７月２１日（金） 

参加資格審査結果通知 令和５年７月２８日（金） 

二
次
質
問 

質問書受付期間 
令和５年７月２８日（金） 

～令和５年８月４日（金） 

質疑回答 令和５年８月８日（火） 

二
次
審
査 

企画提案書の提出期間 
令和５年７月２８日（金） 

～令和５年８月１４日（月） 

プレゼンテーション審査 令和５年８月２１日（月） 

プレゼンテーション審査 

結果通知 
令和５年８月２８日（月） 

協議及び調整 
令和５年８月２８日（月） 

～令和５年９月１日（金） 

契約締結 令和５年９月４日（月） 
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１４ 評価基準 

評価項目 評価内容 配点 

企業評価 

業務実績 同種、類似事業の契約実績について評価する 

２０ 

実施体制 事業体制について評価する 

企画提案評価 

一般事項 

設計要件、事業の内容、業務、役割等について

理解し、仕様書の基本条件を満たしているか

評価する 

５０ 

建築計画 
建物性能、設備性能、配置計画、外構計画、平

面計画、意匠等の計画について評価する 

施工計画 
仮設計画、工程品質管理、安全衛生環境管理に

ついて評価する 

維持管理 維持管理、点検、保証の範囲について評価する 

自由提案 企画提案における創意工夫について評価する 

プレゼンテーション評価 
プレゼンテーション、質疑応答の正確性、的確

性について評価する 
５ 

価格評価 
総事業費、事業費年度別内訳について評価す

る 
２５ 

合計 １００ 

評価方法については、加点減点方式とし６０点（６割）を基準点として評価する。 


